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（趣旨） 

第１条 この規程は、国立民族学博物館特定教授（以下「特定教授」という。）の称号の付与等に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 特定教授とは、国立民族学博物館（以下「本館」という。）の名誉教授のうち、科学研究費助成

事業等研究助成（以下「科研費等」という。）の交付を代表者として受け、本館において研究活動を実

施し、かつ、本館の研究活動の発展に寄与すると認められる者に付与する称号をいう。 

 

（称号の付与） 

第３条 特定教授の称号の付与については、別紙様式により申請するものとし、部長会議の議を経て、

館長が決定する。 

 

（称号の付与期間） 

第４条 特定教授の称号の付与期間は、代表者として交付を受ける科研費等の研究期間の終期までとす

る。なお、繰越等により研究期間が延長となった場合には、付与期間についてもあわせて延長する。 

 

（その他） 

第５条 この規程に定めるもののほか、特定教授に関し必要な事項は、館長が別に定める。 

 

   附 則 

この規程は、令和３年１０月１２日から施行する。 

   附 則 

この改正は、令和４年４月１２日から施行する。 

 

令和３年１０月１２日 

規 程 第 １ 号 



別紙様式 

特定教授称号付与申請書 

 

                                                    

令和  年  月  日 

 

  国立民族学博物館長  殿 

  

                                            名誉教授氏名              

   

下記のとおり、特定教授の称号の付与を申請いたします。 

 

１．科研費等の名称 
  （科学研究費助成事業の 

場合は種目名も記載） 

 

２．研究課題名 
  （科学研究費助成事業の 

場合は課題番号も記載） 

 

３．研究の概要  

４．科研費等の研究期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

５．特定教授の称号付与 

申請期間 
令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

６．備考  

 


